
  
令和６年能登半島地震により被害を受けた被災者の生活再建の一助として、義援金を広

く皆様に協力していただけるよう、次のとおり募金箱を設置します。 

 ご協力いただいた義援金は、関係機関、被災自治体を通じ、被災者へ配分されます。 

 ※ 義援金のみの受付とし、義援物資の受付は行いません。  

・設置期間 令和６年１月１９日から当分の間 

・設置場所 川本町商工会 事務所カウンター 

募金箱設置場所 

商工会事務所カウンター    から 1/19 

令和６年 

能登半島地震 
災害義援金 
寄せられた義援金は関係機関を通してお届けします 


